
災害時等 にお ける水道の応急活動の応援 に関す る協定書

札幌市水道局 (以下 「甲」という。)と 札幌市管工事業協同組合 (以下 「乙」という。)

とは、災害時等における水道の応急給水、応急復旧 (以下 「応急活動」という。)に 関し、

次のとおり協定を締結する。

(目的)

第 1条  こ の協定は、災害時等の水道の断減水等の被害を早期に回復することをめざし、

甲の要請により、乙が甲に協力して実施する応急活動に関し、必要な事項を定めるも

のとする。

(協力の要請)

第 2条  甲 は、災害等の発生状況により、応急活動に乙の応援が必要であると認めたと

きは、乙に対し給水班、復旧班の派遣を要請することができる。

(協力)

第 3条  乙 は、甲から要請を受けたときは、速やかに給水班、復旧班を編成して応急活

動に協力するものとする。

(体制の確立)

第4条  乙 は、甲から要請を受けたときに速やかに対処するため、事前に応急活動時の

組織、動員体制を確立し、甲に通知するものとする。

(指揮)

第 5条 応 急活動に係る現場指揮及び連絡調整に関しては、甲が行うものとする。

(費用負担)

第6条  甲 の要請に基づき、乙が応急活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負

担するものとする。

(1)応 急活動用車両等の借上費

121 輸送費及び人件費

ほ)応 急活動に要した資材費

に)そ の他応急活動に欠かすことのできない経費

(契約及び支払い)

第 7条 応 急活動に係る請負契約等は、甲と乙との間で締結するものとする。

2 前 項の経費は、乙が応急活動に参加した乙の組合員を集約のうえ、一括して請求事

務を行うものとする。

(労災補償 ・損害補償)

第8条  応 急活動において、乙の組合員及びその従業員が負傷し、疾病にかかり、又は

死亡した場合は、乙の組合員の労災保険により補償するものとする。



2 応 急活動により、第二者に損害を与えた場合は、甲、乙協議のうえ、対処するもの

とする。

(訓練)

第 9条  甲 及び乙は、この協定の目的を達成するため、必要に応じ共同訓練を実施する

ものとし、乙はこれに積極的に参力日するものとする。

(協議)

第 10条  こ の協定に疑義を生じた場合及びこの協定に定めのない事項については、その

都度、甲、乙協議のうえ、決定するものとする。

(有効期間)

第 11条 こ の協定の有効期間は、締結の日から当該年度の末日までとする。ただし、期

間満了の日の1か月以前に甲又は乙から変更の申し入れがないときは、さらに1年間

継続するものとし、以後この例による。

上記協定の締結の証として、本協定書2通 を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1

通を保有する。
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